
0405

ふ
か
や
市
議
会
だ
よ
り（
第
29
号　

平
成
25
年
２
月
１
日
発
行
）

〈
議
会
あ
れ
こ
れ「
議
会
本
会
議
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
」・・・
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
市
役
所
３
階
議
会
傍
聴
席
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
次
回
の
定
例
会
の
日
程
は
最
終
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。〉

12月定例会の概要12月定例会の概要

堆肥センター（循環型農業推進事業）
農
村
公
園
の

　

使
用
料
改
正
に
つ
い
て

問
　
使
用
料
の
減
免
対
象
を
65

歳
以
上
と
し
た
根
拠
は
。
ま
た

昨
年
10
月
に
改
正
し
て
、
１
年

で
見
直
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

答
　
老
人
福
祉
法
の
各
種
施
策

の
対
象
や
、
老
齢
年
金
の
給
付

対
象
が
65
歳
で
、
一
般
的
に
高

齢
者
と
さ
れ
る
年
齢
が
65
歳
以

上
で
あ
る
こ
と
か
ら
決
め
た
。

今
回
の
改
正
は
、
利
用
者
の
声

や
議
会
の
質
問
等
を
聞
き
、
公

民
館
の
減
免
措
置
も
ふ
ま
え
高

齢
者
健
康
増
進
、
青
少
年
健
全

育
成
化
に
向
け
て
踏
み
切
っ
た
。

都
市
公
園
の

　

使
用
料
改
正
に
つ
い
て

問
　
施
設
の
使
用
料
が
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
何
％
に
あ
た

る
の
か
利
用
者
に
対
し
て
明
確

に
す
べ
き
で
あ
る
。
今
回
の
改

定
に
よ
る
減
収
の
見
込
み
は
。

答
　
今
回
の
改
定
に
よ
る
収
入

減
の
見
込
み
は
、
高
校
生
以
下

だ
け
で
は
、
１
４
４
万
円
程
度

を
見
込
ん
で
い
る
。
65
歳
以
上

に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
分
け
て

い
な
か
っ
た
の
で
不
明
で
あ
る
。

問
　
循
環
型
農
業
推
進
事
業
の

補
正
予
算
５
７
０
万
円
の
内
訳

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
　
汚
泥
脱
水
機
が
２
０
０
万

円
、
堆
肥
の
攪か

く

拌は
ん

機き

が
２
５
０

万
円
、
そ
の
他
が
電
気
代
の
値

上
げ
分
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

問
　
今
後
ま
た
修
繕
が
必
要
と

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、

そ
の
度
に
予
算
を
取
っ
て
修
繕

を
続
け
る
の
か
。

答
　
堆
肥
施
設
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
料
金
の
値
上
げ
、
廃

止
も
含
め
て
現
在
検
討
中
で
あ

る
が
、
一
般
財
源
の
投
入
は
こ

れ
以
上
増
や
せ
な
い
。
し
か
し

施
設
の
存
続
に
つ
い
て
結
論
が

出
る
ま
で
は
止
め
る
訳
に
は
い

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の

　

使
用
料
改
正
に
つ
い
て

問
　
こ
の
施
設
を
団
体
で
利
用

す
る
場
合
、
65
歳
以
上
が
一
人

で
も
い
れ
ば
こ
の
対
象
と
な
り
、

ま
た
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者

の
人
数
も
、
団
体
の
中
の
何
％

か
決
ま
り
は
無
い
の
か
。

答
　
団
体
ニ
ー
ズ
の
定
義
、
市

内
・
市
外
の
定
義
に
つ
い
て
、

条
例
の
中
で
は
申
請
主
義
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
申
請
者
の
年
齢

や
住
所
で
区
分
し
て
い
る
。

問
　
65
歳
以
上
の
申
請
者
に
つ

い
て
、
施
設
の
担
当
課
に
よ
っ

て
取
り
扱
い
が
違
う
よ
う
だ
が
、

運
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
連

携
を
図
っ
て
い
く
の
か
。

答
　
申
請
者
が
65
歳
以
上
で
あ

れ
ば
受
理
す
る
。
利
用
実
態
が

申
請
と
か
け
離
れ
て
い
れ
ば
、

指
導
し
て
い
く
。
そ
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
施
設
の
担
当
部
局

と
連
携
を
図
る
。
減
免
の
取
扱

い
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
次

回
の
見
直
し
に
向
け
て
企
画
財

政
部
で
個
々
に
確
認
を
取
り
な

が
ら
調
整
を
図
っ
て
い
く
。

か
な
い
の
で
、
最
低
限
の
修
理

は
必
要
で
あ
る
。
攪か

く

拌は
ん

機き

に
つ

い
て
は
耐
用
年
数
が
過
ぎ
て
業

者
は
買
い
替
え
を
勧
め
て
い
る

が
４
、
５
千
万
円
掛
か
る
の
で

今
回
は
必
要
最
低
限
の
修
繕
に

留
め
た
。

問
　
今
回
の
修
繕
で
ど
の
く
ら

い
の
期
間
、
機
械
が
も
つ
と
考

え
て
い
る
の
か
。

答
　
機
械
が
ど
の
く
ら
い
も
つ

の
か
は
全
く
分
か
ら
な
い
が
、

業
者
に
は
最
低
で
も
２
、
３
年

は
何
と
か
し
て
く
れ
と
お
願
い

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
今
年

度
中
に
今
後
の
方
針
に
つ
い
て

答
え
を
出
す
。

問
　
仮
に
堆
肥
施
設
を
継
続
し

市
営
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

　

使
用
料
改
正
に
つ
い
て

問
　
高
齢
者
の
減
額
措
置
に
つ

い
て
、
６
月
議
会
後
に
何
か
変

更
が
あ
っ
た
の
か
。
昨
年
改
定

の
時
、
３
年
を
目
途
に
見
直
す

と
言
っ
て
い
た
。
３
年
待
た
ず

に
減
免
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

答
　
市
民
の
声
、
利
用
者
の
声
、

議
会
で
の
質
疑
等
も
あ
り
、
意

見
等
検
討
し
、
高
齢
者
の
方
の

健
康
増
進
、
青
少
年
の
健
全
育

成
等
考
え
、
一
部
使
用
料
の
改

定
を
し
た
い
。

問
　
平
成
23
年
に
、
基
本
方
針

を
決
め
て
そ
れ
ぞ
れ
使
用
料
の

体
制
を
作
っ
た
。
３
年
を
待
た

ず
に
減
免
し
た
が
、
基
本
方
針

に
盛
り
込
む
必
要
は
な
い
の
か
。

答
　
今
回
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
適
正
化
の
指
針
に
基
づ
い
て

決
め
て
い
る
。
今
回
の
一
部
改

正
は
、
施
設
固
有
の
事
情
に
よ

り
独
自
の
減
免
基
準
を
設
定
す

る
も
の
で
、
統
一
的
に
設
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。
全
体
的
な

見
直
し
は
３
年
ご
と
に
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

て
行
く
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後

ど
の
よ
う
な
修
繕
が
予
想
さ
れ

る
か
。

答
　
す
べ
て
の
機
械
が
耐
用
年

数
を
過
ぎ
て
お
り
、
腐
食
も
激

し
い
た
め
、
平
成
20
年
よ
り
順

次
対
応
し
て
い
る
が
、
今
後
も

修
繕
や
機
械
交
換
に
、
年
間
数

千
万
円
掛
か
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。

問
　
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
以
外

に
、
年
間
数
千
万
円
も
の
市
の

予
算
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
　
今
後
も
多
額
の
費
用
を
要

す
る
た
め
、
利
用
者
と
会
議
を

行
い
、
話
し
合
い
に
よ
り
方
向

性
を
出
し
て
い
き
た
い
。

青
少
年
・
高
齢
者
に
配
慮
し
た
使
用
料
の
見
直
し

会　派　名（※） 深　　和　　会 公明党 深ク 志民 共産 彩新 無 審
議
結
果

議  員  名

議  案  

為
谷
　
　
剛

小
森
　
秀
夫

柴
崎
　
重
雄

吉
田
幸
太
郎

馬
場
　
　
茂

清
水
　
健
一

仲
田
　
　
稔

倉
上
　
由
朗

新
井
　
　
清

松
本
　
政
義

須
藤
　
邦
夫

中
矢
　
寿
子

五
間
く
み
子

三
田
部
恒
明

武
井
　
伸
一

永
田
　
勝
彦

髙
田
　
博
之

加
藤
　
温
子

加
藤
　
利
江

清
水
　
　
修

清
水
　
　
睦

田
島
　
信
吉

田
嶋
　
　
均

村
川
　
徳
浩

石
川
　
克
正

同和対策事業審議会条例を廃止する条例 ○

議
　
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
集会所条例を廃止する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
防災会議条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
岡部駅周辺駐車場条例を廃止する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
融資審査会条例を廃止する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
手数料条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
農村公園条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
都市公園条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
深谷市寄居都市計画事業小前田駅北西部土地区画整理事業の換地処分に伴う関係条例の整備に関する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
生涯学習センター条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
市営グラウンド条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
指定管理者の指定について（岡部ふるさと物産センター）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
指定管理者の指定について（花園地域物産館アルエット）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
指定管理者の指定について（川本サングリーンパーク）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

12月定例会　議案に対する各議員の賛否

深谷市高品質堆肥製造施設とは、川本地区の畜産
農家より搬出される未活用資源である家畜排せつ
物の適正な処理・再利用を図り、堆肥を製造する
ための施設です。

仙元山公園利用料金
公園施設名 区分 単位 金額

野球場

一般
1 時間

500 円

65 歳以上及び高校生以下 150 円

夜間照明
施設

全照明
30 分

3,300 円

半照明 1,650 円

陸上競技場

専用
一般

1 時間
1,000 円

65 歳以上及び高校生以下 250 円

共用
個人 1 時間 50 円

定期 1 人 1 年 2,000 円

シャワー 1 人 1 回 50 円

夜間照明
施設

全照明
30 分

3,300 円

半照明 1,650 円

多目的広場

北
一般

1 時間

750 円

65 歳以上及び高校生以下 200 円

南
一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

テニスコート

人工芝
一般

1 面
1 時間

500 円

65 歳以上及び高校生以下 150 円

クレー
一般 300 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

夜間照明施設 500 円

赤字部分を条例改正
利用料金については市内の農村・都市公園の一部を掲載

深谷市営グラウンド利用料金

施設名 区分
使用料

（1 時間当たり）

中瀬グラウンド 全面
一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

岡部中央グラウンド

全面

一般 500 円

65 歳以上及び高校生以下 150 円

夜間照明施設 3,000 円

半面

一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

夜間照明施設 1,500 円

岡部東グラウンド 全面
一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

植松グラウンド 全面
一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

川本天神グラウンド 全面

一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

夜間照明施設 2,000 円

川本天神グラウンド
テニスコート

1 面

一般 500 円

65 歳以上及び高校生以下 150 円

夜間照明施設 500 円

川本グラウンド・ゴ
ルフ場

1 コート
一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

上本田グラウンド 全面
一般 250 円

65 歳以上及び高校生以下 100 円

川本天神グラウンド

仙元山公園陸上競技場

循環型農業推進事業から
早期撤退すべき
深谷市一般会計

補正予算（第２号）に関する提言書

　平成２４年第４回定例会に上程された
平成２４年度深谷市一般会計補正予算
（第２号）において、循環型農業推進事
業として５，７００千円の増額補正がな
されている。また、今後においても、多
額な修繕料の支出が見込まれている。
　当該施設については、市民産業委員会
をはじめ、市議会本会議においても再三
問題提起されており、執行部として早急
に方向性を出されるよう、下記の項目に
ついて提言する。

記

一．市は、同事業から早期撤退すべきで
ある。

一．市は撤退までの間、同施設の機械等
の修繕は必要最小とし新規導入はし
ない。

議会か
らの

提言


